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広島市水道料金等徴収業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示 

 

令和８年６月２９日  

 次のとおり提案書の提出を招請します。 

 

広島市水道事業管理者     

広島市水道局長 桝原  茂  

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名 

  広島市水道料金等徴収業務（第１エリア） 

  広島市水道料金等徴収業務（第２エリア） 

⑵ 業務の内容 

別紙「広島市水道料金等徴収業務（第１エリア、第２エリア共通）基本仕様書（以下「仕様書」

という。）」のとおり。 

⑶ 契約期間 

  契約締結の日から令和１３年３月３１日まで 

⑷ 履行期間 

  令和９年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

⑸ 概算事業費 

 ア 第１エリア 

２，２１４，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）程度を見込んでいる。 

   （年度別内訳） 

     令和 ８年度：          ０円 

     令和 ９年度：５４１，７００，０００円 

     令和１０年度：５４９，２００，０００円 

     令和１１年度：５５７，６００，０００円 

     令和１２年度：５６６，３００，０００円 

イ 第２エリア 

１，９４０，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）程度を見込んでいる。 

   （年度別内訳） 

     令和 ８年度：          ０円 

     令和 ９年度：４７６，０００，０００円 

     令和１０年度：４８１，６００，０００円 

     令和１１年度：４８８，２００，０００円 

     令和１２年度：４９５，０００，０００円 

 

２ 受託候補者の特定方法 

  公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 

  手続等の詳細については、別紙「広島市水道料金等徴収業務に係る公募型プロポーザル応募要項（以

下「プロポーザル応募要項」という。）」のとおり。 

 

３ 事業担当課 

  広島市水道局営業部業務管理課（管理係）（広島市水道局基町庁舎３階） 

  〒７３０－００１１ 広島市中区基町９番３２号 

  電   話 ０８２－５１１－６９５５（直通） 
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  Ｆ Ａ Ｘ ０８２－５１１－６９１５ 

電子メール gyokan@city.hiroshima.lg.jp 

 

４ 応募資格 

プロポーザルに応募する者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程第４条の規定に該当しない者である

こと。 

⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和８・９・１０年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請

負並びに役務（建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「役務の

提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「３０－１５ その他」に登録されている者であ

ること。 

⑶ 平成２８年４月１日以降に、東京都又は政令指定都市若しくは中核市が発注した１契約において、

２年以上継続して履行した次の業務（現在履行中の業務を含む。）の実績を有する者であること。た

だし、共同企業体の構成員としての履行実績は、出資割合が２０パーセント以上のものに限る。 

・ 給水人口１０万人以上の受託区域における水道料金徴収業務（仕様書に規定する調定及び滞納

整理に類似する事務を含む業務をいう。） 

⑷ 予定する現場責任者及び副現場責任者の選任・配置に関し、次のいずれにも該当していること。 

ア 常時雇用関係にある従業員を仕様書に規定する現場責任者（実務経験が通算４年以上）及び副

現場責任者（実務経験が通算２年以上）に選任できる者であること。 

なお、実務経験年数は、令和９年４月１日までに指定の年数以上を有していること。 

イ 現場責任者を仕様書に示す営業所に１名ずつ常駐させることができる者であること。 

ウ 副現場責任者を仕様書に示す営業所に配置（営業所の兼任を認める。）できる者であること。 

⑸ 水道法第２５条の３第１項第３号に定められた基準のほか、次のいずれにも適合し、メーター撤

去による給水停止、解除その他の技能を有する者であること。 

ア 水道法第２５条の４第１項に規定する給水装置工事主任技術者を、本業務の従事者から１名以

上選任できる者であること。 

イ 水道法施行規則第２０条に規定する４つの種別の機械器具について、種別ごとに１個以上を有

することができる者であること。 

⑹ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分（本件プロポー

ザルに係る業務内容を含む処分に限る。）又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消

しを受けていないこと。 

⑺ 次のいずれにも該当していないこと。 

ア 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規

定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者

（会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定によ

る再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた

者を除く。） 

イ 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若し

くは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者 

⑻ このプロポーザルに応募しようとする他有資格業者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関

係において密接な関係を有する者がいないこと。 

ア 親会社等と子会社等 

イ 親会社等が同一である子会社等 

ウ 代表権を有する者が同一である会社等 

エ 役員等に兼任がある会社等（一方の役員が他方の会社の管財人（会社更生法第６７条第１項又

は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人をいう。）を兼任している場合を含

む。） 
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オ 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等 

カ 上記アからオまでが複合した関係にある会社等 

キ 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にありプロポーザルの適正さが阻害されると認めら

れる会社等 

ク 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっておりプロポーザルの適正さが阻害されると認めら

れる会社等 

ケ 共同企業体とその構成員 

コ その他プロポーザルの適正さが阻害されると認められる会社等 

⑼ 本業務のプロポーザル審査委員会の委員又は当該審査委員会によって選任された学識経験者が、

自ら主宰し、又は役員、顧問、被用者その他の密接な関係にあり、プロポーザルの適正さが阻害さ

れると認められる者でないこと。 

⑽ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。（応募資格確認申請書に、

「広島市税の納税証明書」及び「消費税及び地方消費税の納税証明書」の写し等の添付を要する。） 

⑾ プライバシーマーク等の情報セキュリティ関連認証を取得している者であること。 

⑿ 共同企業体で応募する場合は、次の要件を満たすこと。 

  ア 構成員のうち少なくとも１者が広島市内に本店を有していること。 

  イ 前記⑶の要件に関しては、代表者となる構成員が満たすこと。 

  ウ 前記⑴、⑵及び⑹から⑽までの要件に関しては、構成員である全ての企業がその要件を満たす

こと。 

エ 前記⑷、⑸及び⑾の要件に関しては、構成員のいずれかが満たすこと。 

オ 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。 

(ア) 構成員が２者の場合は、１者につき３０パーセント以上とする。 

   (イ) 構成員が３者の場合は、１者につき２０パーセント以上とする。 

   (ウ) 代表者の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。 

⒀ 業務を受注したときは、業務を履行するために必要な物品等の売買その他の契約において、広島

市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第２条第１項から第５項までに掲げる者を、その相手方又

は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講ずることができる者

であること。 

 

５ プロポーザル応募要項等の交付方法 

プロポーザル応募要項等の関係書類は、広島市水道局のホームページに掲載している。 

具体的には、広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ

下方（ご利用ナビ）の「入札・契約情報」→「入札発注情報」の「調達情報公開システムに公開され

ない入札・見積情報」に表示する「令和８年度案件」のリンク先からダウンロードできる。 

ただし、これによりがたい場合（ダウンロードできない場合を含む。）は、次により直接交付する。 

⑴ 交付期間 

公示日から令和８年８月１９日（水）までの午前８時３０分から午後５時まで（広島市の休日（広

島市の休日を定める条例(平成３年広島市条例第４９号)第１条第１項に規定する市の休日をいう。以

下同じ。）を除く。） 

⑵ 交付場所 

  前記３の事業担当課 

 

６ 応募資格確認申請書の提出 

⑴ 提出期間 

公示日から令和８年７月２１日（火）までの午前８時３０分から午後５時まで（広島市の休日を

除く。） 

⑵ 提出場所 

https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/
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  前記３の事業担当課 

⑶ 提出方法 

  持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着とする。） 

⑷ 応募資格確認結果の通知 

応募資格確認申請書の受理、審査後、応募者に速やかに書面にて通知する。 

 

７ 質問の受付及び回答 

 ⑴ 質問の受付 

  ア 受付期間 公示日から令和８年８月３日（月）までの午前８時３０分から午後５時まで（広島

市の休日を除く。） 

  イ 受付場所 前記３の事業担当課 

  ウ 受付方法 質問書に記入の上、電子メール又はＦＡＸで提出すること。 

         なお、質問書の様式については、別紙「プロポーザル応募要項」のとおり。 

 ⑵ 質問に対する回答 

   前記⑴の質問に対する回答は、質問を受けた日から、５日以内（広島市の休日は含まない。）に質

問者に直接回答するとともに、広島市水道局のホームページに掲載する。 

 

８ 提案書及び価格提案の提出 

⑴ 提出期限 令和８年８月１９日（水）までの午前８時３０分から午後５時まで 

⑵ 提出場所 前記３の事業担当課 

⑶ 提出方法 持参、郵送又は輸送（提出期限までに必着とする。） 

郵送又は輸送による場合、配達証明付き書留郵便又は送達証明付き特定信書便を利用

すること。 

 

９ 審査 

⑴ 審査方法 

   提案内容のヒアリング（非公開）を実施し、広島市水道料金等徴収業務プロポーザル審査委員会

において、公平、公正及び客観的に審査・評価を行う。 

 ⑵ 審査基準 

プロポーザル応募要項別紙「受託候補者特定基準」のとおり。 

⑶ 審査結果等の通知 

後記１０の優先交渉権者を決定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。

（令和８年９月上旬を予定） 

 

１０ 優先交渉権者の決定 

   審査委員会がエリアごとに特定した受託候補者を優先交渉権者として決定する。ただし、両エリ

アにおいて同一の受託候補者が特定された場合における優先交渉権者の決定方法は、別紙「プロポ

ーザル応募要項」のとおりとし、原則として同一の相手方と両エリアで契約の締結を行わないもの

とする。 

 

１１ その他 

 ⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 次に掲げる提案書は、無効とする。 

ア 本件公示に示した応募者に必要な資格を有しない者の提案書 

イ 応募資格確認申請書、添付書類及び提案書等に虚偽の記載をした者又はその他不正の行為をし

た者の提案書 
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ウ 提案書の提出に関する条件に違反した者の提案書 

 ⑶ その他、詳細はプロポーザル応募要項による。 


